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川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 （抜粋） 

 

平成７年３月１６日 

条例第１４号 

 

(審議会の設置) 

第８条 一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項を審議するため、法第５条の７の廃棄物

減量等推進審議会として、川口市廃棄物対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

 

(組織) 

第９条 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

 

(委員) 

第１０条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 市議会議員 

(3) 市民 

(4) 事業者 

(5) 関係行政機関の職員 

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

 

(委員の任期) 

第１１条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

(委任) 

第１２条 第８条から前条までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項

は、規則で定める。 
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川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則 （抜粋） 

 

平成７年６月３０日 

規則第３３号 

 

(審議会の会長及び副会長) 

第５条 条例第８条の規定により設置する川口市廃棄物対策審議会(以下「審議会」という。)に

会長及び副会長それぞれ１人を置き、委員の互選により選任する。 

2 会長は、審議会の会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

(審議会の会議) 

第６条 会長は、会議を招集し、その議長となる。 

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説

明を求めることができる。 

 

(審議会の庶務) 

第７条 審議会の庶務は、環境部資源循環課において処理する。 
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川口市市民参加条例 （抜粋） 

平成２４年３月２７日 

条例第１６号 

第５節 附属機関等の会議 

（附属機関等） 

第１５条 市が行う事業等に関し、専門的な知識、経験等に基づく審議による答申

若しくは報告又は個人の知識若しくは経験に基づく自由な意見交換等による提言

が必要な場合には、附属機関等を設置するものとする。 

２ 附属機関等の会議の開催に当たっては、事前に開催日時、開催場所、議題その

他必要な事項を公表しなければならない。ただし、緊急に会議を開催する必要が

ある場合は、この限りでない。 

３ 附属機関等の運営に当たっては、公正の確保及び透明性の向上に努めなければ

ならない。 

（会議公開の原則） 

第１６条 附属機関等の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当

するときは、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。 

(1) 当該附属機関等に係る法令その他の規程の規定により会議が非公開とされ

ているとき。 

(2) 川口市情報公開条例（平成１２年条例第４９号）第７条各号に掲げる情報に

該当する事項について審議等を行うとき。 

(3) 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生

ずると認められるとき。 

（会議記録の作成及び公開） 

第１７条 実施機関は、附属機関等の会議の記録を作成し、これを閲覧に供しなけ

ればならない。ただし、川口市情報公開条例第７条各号に掲げる情報が記録され

ているときは、当該情報が記録されている部分については、この限りでない。 

（附属機関等の委員の選任） 

第１８条 実施機関は、附属機関等の委員を選任するに当たっては、その設置の趣

旨及び審議の内容に応じて可能な限り市民から公募しなければならない。 

２ 実施機関は、附属機関等の委員について、幅広く人材を登用するよう努めると

ともに、その選任に当たっては、公正の確保及び透明性の向上に努めなければな

らない。 
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607,750 608,390 -640 99.9%
295,489 292,000 3,489 101.2%

183,142.39 183,899.20 -756.81 99.6%
172,039.11 172,076.62 -37.51 100.0%
142,846.86 145,715.85 -2,868.99 98.0%

7,430.11 6,904.25 525.86 107.6%
21,642.72 19,022.50 2,620.22 113.8%

① び　　　　　　   ん 3,582.53 3,342.23 240.30 107.2%
② 飲    料    か   ん 1,518.04 1,375.79 142.25 110.3%
③ 金      属       類 1,667.09 1,445.59 221.50 115.3%
④ ペ ッ ト ボ ト ル 2,343.24 2,166.56 176.68 108.2%
⑤ 繊      維       類 2,427.23 2,008.80 418.43 120.8%
⑥ 紙               類 6,436.18 5,328.69 1,107.49 120.8%
⑦ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 3,668.41 3,354.84 313.57 109.3%

90.54 88.14 2.40 102.7%
12.01 12.56 -0.55 95.6%

11,103.29 11,822.58 -719.29 93.9%
16.87 333.32 -316.45 5.1%

家庭系 130,980.74 126,664.76 4,315.98 103.4%
一 般 ご み 101,910.08 100,726.16 1,183.92 101.2%
粗 大 ご み 7,349.85 6,833.58 516.27 107.6%
資 源 物 21,618.26 19,004.32 2,613.94 113.8%
乾 電 池 90.54 88.14 2.40 102.7%
有害ごみ（蛍光管等） 12.01 12.56 -0.55 95.6%

事業系 41,041.50 45,078.54 -4,037.04 91.0%
一 般 ご み 40,936.78 44,989.69 -4,052.91 91.0%
粗 大 ご み 80.26 70.67 9.59 113.6%
資 源 物 24.46 18.18 6.28 134.5%

152,297.67 153,782.18 -1,484.51 99.0%
5,801.44 5,553.01 248.43 104.5%

21,646.89 19,026.61 2,620.28 113.8%

増減(t) 対前年度比令和２年度

乾 電 池
有 害 ご み （ 蛍 光 管 ）

集 団 資 源 回 収

令和元年度

災 害 廃 棄 物

排 出 量
排出量（集団資源回収を除く）

一 般 ご み
粗 大 ご み

資 源 物

1　令和２年度ごみ処理実績表

【表１】人口・世帯数比較表（対前年度比）
令和２年度 令和元年度 増減 対前年度比

人 口 ( 人 )
世 帯 数 ( 世 帯 )

【表２】ごみ発生量比較表（対前年度比）

※各年度３月３１日現在

令和２年度 令和元年度 増減(t) 対前年度比

令和２年度 令和元年度 増減(t) 対前年度比
【表３】家庭系・事業系別排出量比較表（対前年度比）

焼 却 処 理
破 砕 処 理
資 源 化 処 理

【表４】中間処理量比較表（対前年度比）
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6,751.66 7,040.73 -289.07 95.9%
31,741.35 29,336.98 2,404.37 108.2%

176.72 141.22 35.50 125.1%
※ 令和11年度を目標年度とする最終処分量（焼却残渣物）の目標は6,009ｔ

31,741.35 29,336.98 2,404.37 108.2%
① 焼 却 残 渣 金 属 791.29 796.67 -5.38 99.3%
② 未    酸   化    鉄 748.74 737.03 11.71 101.6%
③ 未 酸 化 ア ル ミ 56.88 71.31 -14.43 79.8%
④ 溶   融  ス  ラ  グ 8,054.50 7,303.65 750.85 110.3%
⑤焼却残渣物（セメント資源･路盤材資源） 1,212.52 1,836.78 -624.26 66.0%
⑥ 再 生 粗 大 ご み 8.79 8.13 0.66 108.1%
⑦ 破  砕  前  金   属 344.66 294.89 49.77 116.9%
⑧ 破  砕  後  金   属 1,011.95 951.63 60.32 106.3%
⑨ 破 砕 前 ア ル ミ 屑 39.74 36.94 2.80 107.6%
⑩ 破 砕 後 ア ル ミ 屑 36.40 32.81 3.59 110.9%
⑪ び               ん 3,493.07 3,238.64 254.43 107.9%
⑫ 飲    料    か   ん 1,267.15 1,140.94 126.21 111.1%
⑬ 金      属       類 1,214.21 1,127.26 86.95 107.7%
⑭ 繊      維       類 1,807.44 1,520.28 287.16 118.9%
⑮ ペ ッ ト ボ ト ル 1,981.99 1,859.24 122.75 106.6%
⑯ 紙               類 6,212.87 5,159.02 1,053.85 120.4%
⑰ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 3,279.79 3,050.96 228.83 107.5%
⑱ 特 定 家 庭 用 機 器 10.96 11.05 -0.09 99.2%
⑲ 小    型    家   電 65.86 59.05 6.81 111.5%
⑳ 乾      電       池 90.54 88.14 2.40 102.7%
  二    次    電   池 0.00 0.00 0.00
  蛍      光       管 12.01 12.56 -0.55 95.6%

825.60 825.88 -0.28 100.0%
1,698.07 1,720.74 -22.67 98.7%

※ １人（１世帯）１日あたり排出量＝排出量÷年度末人口（世帯）÷365日（令和元年度は366日）

※ 令和11年度を目標年度とする市民１人１日あたりのごみ排出量目標は760ｇ

18.5 % 17.0 % 1.5 108.8%
23.4 % 22.4 % 1.0 104.5%

※ 資源化率(％)＝資源化物÷排出量（集団資源回収を除く）×１００

※ リサイクル率(％)＝（資源化物＋集団資源回収）÷排出量×１００

※ 令和11年度を目標年度とするリサイクル率の目標は30.0％

資 源 化 率 （ ％ ）
ﾘ ｻ ｲ ｸ ﾙ 率 （ ％ ）

資源化物

１人１日あたり
１世帯１日あたり

【表８】資源化率及びリサイクル率比較表（対前年度比）
令和２年度(g) 令和元年度(g) 増減(%) 対前年度比

【表７】１人・１世帯あたり排出量比較表（対前年度比）
令和２年度(g) 令和元年度(g) 増減(g) 対前年度比

令和元年度 増減(t)
【表６】資源化物比較表（対前年度比）

対前年度比

焼 却 残 渣
資 源 化 物
処 理 困 難 物

令和２年度

【表５】最終処分量比較表（対前年度比）
令和２年度 令和元年度 増減(t) 対前年度比

－
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令和2年度ごみ処理実績フローシート (令和3年3月時点)

単位：トン

［収集運搬］+［直接搬入］ ［中間処理］ ［最終処分］
処理施設：朝日環境センター､戸塚環境センター

人口(人） 埋立処分
607,750 家庭系 101,910.08 焼却処理 一般ごみ 142,860.42 6,751.66
(99.9%) 事業系 40,936.78 152,297.67 広域化受託処理 1,312.71 (95.9%)

世帯数(世帯) 148568 一般廃棄物 40,533.52 (99.0%) 1,375.91 7,122
295,489 併せ産廃 403.26 リサイクル残さ 2,088.12 
(101.2%) 154655 破砕可燃物 4,660.51 資源化物 焼却残さ金属 791.29 
590,209 保管 乾電池 90.54 31,741.35 未酸化鉄 748.74 

268,367 102.55 二次電池 0.00 (108.2%) 未酸化アルミ 56.88 
家庭系 7,349.85 蛍光管 12.01 30786 溶融スラグ 8,054.50 
事業系 80.26 154,190 1,212.52 

5,529 再生粗大ごみ 8.79 
 処理施設：戸塚環境センター 破砕前金属 344.66 

排出量 資源物 破砕後金属 1,011.95 
（集団資源回収を除く） 21,642.72 びん 3,582.53 破砕処理 破砕可燃物 4,660.51 破砕前アルミ屑 39.74 

172,039.11 (113.8%) 家庭系 3,579.68 5,801.44 再生粗大ごみ 8.79 破砕後アルミ屑 36.40 
(100.0%) 20,078 事業系 2.85 (104.5%) 破砕前金属 57.54 びん 3,493.07 
174,236 飲料かん 1,518.04 4,071 破砕後金属 1,011.95 生きびん 23.81 

家庭系 1,511.28 破砕前アルミ屑 26.25 白カレット 1,064.41 
事業系 6.76 破砕後アルミ屑 36.40 茶カレット 772.69 

金属類 1,667.09 保管 特定家庭用機器 10.96 その他カレット 650.16 
　 家庭系 1,667.09 213.80 小型家電 26.12 カレット残さ 982.00 

事業系 0.00 処理困難物 176.72 飲料かん 1,267.15 
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 2,343.24 アルミ 1,006.48 

家庭系 2,337.28 148 スチール 260.67 
事業系 5.96 処理施設：リサイクルプラザ 金属類 1,214.21 

排出量 繊維類 2,427.23 売却金属 1,114.88 
家庭系 2,427.21 資源化処理 びん選別 3,582.53 スプレー缶 99.33 

183,142.39 事業系 0.02 21,646.89 生きびん 23.81 ペットボトル 1,981.99 
(99.6%) 紙類 6,436.18 (113.8%) 白カレット 1,064.41 繊維類 1,807.44 

家庭系 6,427.58 20082 分別基準適合物 0.00 紙類 6,212.87 
事業系 8.60 独自資源化量 1,064.41 新聞紙 643.51 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 3,668.41 茶カレット 772.69 雑誌・雑紙 1,708.48 
家庭系 3,668.14 分別基準適合物 442.37 段ボール 3,051.32 
事業系 0.27 独自資源化量 330.32 紙パック 22.67 

その他カレット 650.16 紙製容器包装 786.89 
有害ごみ 12.01 カレット残さ 982.00 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 3,279.79 

(95.6%) 蛍光管 12.01 リサイクル残さ 89.46 特定家庭用機器 10.96 

9 飲料かん選別・圧縮 1,518.04 小型家電 65.86 
乾電池 90.54 アルミ 1,006.48 乾電池 90.54 
(102.7%) 乾電池 90.54 スチール 260.67 二次電池 0.00 

51 リサイクル残さ 250.89 蛍光管 12.01 
災害廃棄物 16.87 金属類選別・保管 1,667.09 

(5.1%) 災害廃棄物 16.87 売却金属 1,114.88 処理困難物
　 1 破砕金属 266.90 176.72 スプリング 137.03 

集団資源回収 　 小型家電 35.35 (125.1%) タイヤ 0.00 
広域化等受託処理 1,312.71 スプレー缶 99.33 113 バッテリー 0.00 

11,103.29 (299.5%) 1,312.71 リサイクル残さ 150.63 消火器 0.00 
(93.9%) ペットボトル選別・圧縮 2,343.24 バイク 0.00 

分別基準適合物 1,136.84 車部品等 1.75 
独自資源化量 845.15 その他 37.94 

※　（　　）内の数字は対前年度比 リサイクル残さ 361.25 
※　リサイクル残渣とは、資源物を処理する際に生じる不純物を示す 繊維類選別・保管 2,427.23 
※　併せ産廃とは、一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を示す 売却繊維類 1,807.44 委託処理
※　災害廃棄物の内訳は一般ごみ13,560kg、粗大ごみ3,310kg リサイクル残さ 619.79 0.00 一般ごみ 0.00 

紙類選別・梱包 6,440.35 (-) 災害廃棄物 0.00 
新聞紙 643.51 
雑誌・雑紙 1,708.48 
段ボール 3,051.32 
紙パック 22.67 
紙製容器包装 786.89 

分別基準適合物 0.00 
独自資源化量 786.89 

リサイクル残さ 227.48 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装選別･圧縮 3,668.41 

分別基準適合物 3,279.79 
リサイクル残さ 388.62 

処理施設：鳩ヶ谷衛生センター
選別処理 # #

1,924.33 焼却対象ごみ 1,375.91 
(116.6%) 破砕対象ごみ 239.25 
1301 資源化対象ごみ 4.17 

破砕前金属 287.12 
破砕前アルミ 13.49 
小型家電 4.39 

一般ごみ
142,846.86 焼却残さ物 6,751.66 
(98.0%)

焼却対象ごみ

粗大ごみ
7,430.11
(107.6%) 焼却残渣物(セメント資源・路盤材資源)
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３ 廃棄物の排出状況 

 

（１）排出量の推移 

令和２年度は対前年度比 0.4％（757ｔ）減少した。 

なお、「排出量」とは、本市における一般廃棄物の総量のことであり、集団資源回収量及び

併せて処理する産業廃棄物の量を含む。 

 

年 度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

排出量（ｔ） 188,023 185,062 182,598 182,207 183,899 183,142 

対前年度比 － 98.4％ 98.7％ 99.8％ 100.9％ 99.6％ 

※災害廃棄物量を含む。 

 

図１ 排出量の推移 

 （ｔ） 
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（２）排出量（集団資源回収を除く）の推移 

「排出量」から、集団資源回収を除いた「排出量（集団資源回収を除く）」について、令和２

年度は対前年度比 0.001％（38ｔ）減少した。 

 

年  度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

排出量（ｔ） 
（集団資源回収を除く） 173,693 171,432 169,597 169,803 172,077 172,039 

対前年度比 － 98.7％ 98.9％ 100.1％ 101.3％ 100.0％ 

※災害廃棄物量を含む。 

 

 

図２ 排出量（集団資源回収を除く）の推移 

（ｔ） 
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（３）家庭系・事業系別排出量（集団資源回収を除く）の推移 

「排出量（集団資源回収を除く）」の内、家庭系については、令和２年度は対前年度比 3.4％

（4,316ｔ）増加した。 

また、事業系については、令和２年度は、対前年度比 9.0％（4,037ｔ）減少した。 

年 度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

 

排出量（ｔ） 

（集団資源回収を除く） 
173,693 171,432 169,584 169,800 171,744 172,022 

家庭系排出量 
（ｔ） 

（集団資源回収を除く） 
126,816 125,376 124,069 125,017 126,665 130,981 

対前年度比 － 98.9％ 99.0％ 100.8％ 101.3％ 103.4％ 

事業系排出量 

（ｔ） 
46,877 46,056 45,515 44,783 45,079 41,042 

対前年度比 － 98.2％ 98.8％ 98.4％ 100.7％ 91.0％ 

※災害廃棄物量を含まない。 

 

図３ 家庭系・事業系別排出量（集団資源回収を除く）の推移 

（ｔ） 

 

 



（４）分別収集の推移 

 ア 一般ごみ 

令和２年度は、対前年度比 2.0％（2,869ｔ）減少となった。 

 

年 度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

一般ごみ

（ｔ） 
147,970 146,451 145,082 144,593 145,716 142,847 

対前年度比 － 99.0％ 99.1％ 99.7％ 100.8％ 98.0％ 

 

 

図４ 一般ごみの推移 

（ｔ） 

 



 イ 粗大ごみ 

令和２年度は対前年度比7.6％（526ｔ）増加となった。 

 

年 度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

粗大ごみ

（ｔ） 
5,723 5,923 6,044 6,529 6,904 7,430 

対前年度比 － 103.5％ 102.0％ 108.0％ 105.7％ 107.6％ 

 

 

図５ 粗大ごみの推移 

（ｔ） 
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 ウ 資源物 

令和２年度は対前年度比13.8％（2,620ｔ）増加となった。 

 

年 度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

資源物（ｔ） 19,911 18,978 18,386 18,590 19,023 21,643 

対前年度比 － 95.3％ 96.9％ 101.1％ 102.3％ 113.8％ 

 

 

図６ 資源物の推移 

（ｔ） 
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（５）「第７次川口市一般廃棄物処理基本計画」における目標 

 ア １人１日あたりのごみ排出量の目標 

   令和１１年度に、１人１日あたりのごみ排出量を７６０ｇ／人・日以下にする。 

基 準 値 平成３０年度実績 ８２６ｇ／人・日 

最終目標 令和１１年度目標 ７６０ｇ／人・日（基準値から６６ｇ削減） 
 

令和２年度 
目標 ８１４ｇ／人・日（基準値から１２ｇ削減） 

実績 ８２６ｇ／人・日（基準値から±０ｇ） 

 

 イ リサイクル率の目標 

   令和１１年度に、リサイクル率を３０％以上にする。 

基 準 値 平成３０年度実績 ２２．５％ 

最終目標 令和１１年度目標 ３０．０％（基準値から７．５ポイント増加） 
 

令和２年度 
目標 ２４．２％（基準値から１．７ポイント向上） 

実績 ２３．４％（基準値から０．９ポイント向上） 

 

 ウ 最終処分量の目標 

   令和１１年度に、最終処分量を６，００９ｔ以下にする。 

基 準 値 平成３０年度実績 ６，５７５ｔ 

最終目標 令和１１年度目標 ６，００９ｔ（基準値から９．４％削減） 
 

令和２年度 
目標 ６，４５１ｔ（基準値から １．９％削減） 

実績 ６，７５２ｔ（基準値から ２．７％増加） 

 

エ 家庭から排出される食品ロス量 

   令和１１年度に、１人１日あたりの食品ロス量を４８ｇ／人・日以下にする。 

基 準 値 令和元年度実績 ７８ｇ／人・日 

最終目標 令和１１年度目標 ４８ｇ／人・日（基準値から３０ｇ削減） 

    ※令和２年度実績については、算定方法等を検討中で未計測。 
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令和３年７月 

資源循環課 

 

川口市レジ袋の大幅な削減に向けた取組の推進に関する条例の廃止について 

 

１．廃止の理由 

令和２年７月の容器包装リサイクル法省令※の改正によるレジ袋有料化に伴い、市内の令和２年度

の辞退率の平均は７２．８％となり、本市の条例施行規則で定める達成目標の６０％を大きく上回っ

た。また、国全体の辞退率も７割を超えている（環境省 令和２年１１月調査）。 

これらの状況を踏まえ、レジ袋の辞退は広く国民に認知・浸透したと捉え、またレジ袋の削減に

ついて、国の省令が本市の条例より強い措置を講じていることから、本市内で施行している条例は、

その役目を果たしたものとして廃止するもの。（令和３年１２月公布・施行予定） 

 

辞退率の推移 

H28 29 30 R1 2

25.6% 23.3% 25.7% 27.3% 72.8%
 

２．今後の予定 

令和３年 ７月３０日 第１回廃棄物対策審議会 

令和３年１０月     市長決裁 

令和３年１２月      議会 

令和３年１２月末    公布・施行予定 

 

３．他自治体の状況 

川口市に先行して条例を制定した杉並区でも、令和３年度中での条例の廃止を予定している。

理由は国の省令施行に加えて、アンケートでマイバッグ使用率が７割を超えていたためとしている。    

また、杉並区を参考に条例を制定している佐渡市も、廃止を含め検討していることを確認してい

る。加えてレジ袋の削減を目的とした要綱を持つ小山市や合志市も廃止を検討している。 

 

※小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準

となるべき事項を定める省令（事業者は商品の販売に際してプラスチック製の買物袋を有償で消費者に提供する旨記載が

ある。） 

市達成目標60％
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